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財団法人文京アカデミー給与規程  
 
 
    第 １ 章   総   則  
 
（目 的）  
第１条 この規程は、財団法人文京アカデミー就業規則（昭和 61 年 10 月文京区地域・

文化振興公社規則第 2 号。以下「就業規則」という。）第 40 条の規定に基づき、

財団法人文京アカデミー（以下「財団」という。）に勤務する職員（就業規則第

12 条で定める職員。以下「職員」という。）の給与に関し、必要な事項を定め

るものとする。  
（給与の種類）  
第２条 職員の給与は、給料及び次に掲げる諸手当とする。  
（１）通 勤 手 当 
（２）時間外勤務手当  
（３）休 日 勤 務 手 当 
（４）賞  与 
２ 業務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。  
（給与の支払）  
第 3 条 給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員からの申

し出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。  
２ 前項の規定により給与を支払う際、法令等により、給与から控除する金額がある

ときは、理事長はこれを控除して支払うことができる。  
 
 
    第 2 章   給   料  
 
（給料の意義及び給料表）  
第４条  この規程において給料とは、就業規則第 22 条第 1 項に規定する正規の勤務  
時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬をいう。  
２ 給料は、月額とし別表１のとおりとする。  
（勤務 1 時間当たりの給与額の算出）  
第５条  勤務 1 時間当たりの給与額は、給料の月額に１２を乗じ、その額を１年間の  

所定労働時間で除して得た額とする。  
２ 前項に規定する勤務１時間当たりの給与額並びに第 8 条及び第 9 条に規定する勤

務 1 時間当たりの給与額の 100 分の 125 から 100 分の 150 までの範囲内の割合及

び 100 分の 25 の額を算定する場合において 1 円未満の端数が生ずるときはその端

数が 50 銭以上のときは 1 円とし、50 銭未満のときは切り捨てる。  
（給料の支給方法）  
第６条 給料は、月の１日から末日までの期間（以下「給与期間」という。）につき給

料月額の金額を月１回支給する。  
２ 給料の支給日は、給与期間のうち理事長の定める日とする。  
３ 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給する。  
４ 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。  
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５ 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。  
６ 第３項及び第４項の規定により給料を支給する場合においては、その給料額は、

その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によ

って計算して得た額とする。ただし、給与期間の初日から支給する場合又は給与期

間の末日まで支給する場合は、この限りでない。  
 
 
    第 ３ 章   諸 手 当  
 
（通勤手当）  
第 7 条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。  
（１）通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用して、

その運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員  
（２）通勤のため自転車その他の交通の用具で、理事長が定めるもの（以下「自転車

等」という。）を常例とする職員  
（３）通勤のため交通機関等を利用して、その運賃を負担し、かつ自転車等を使用す

ることを常例とする職員  
２ 通勤手当の支給対象期間は、4 月 1 日から 9 月 30 日まで及び 10 月 1 日から翌年

3 月 31 日までの、それぞれ 6 月の期間とする。ただし、年度の途中に採用されたと

きその他理事長が必要であると認めたときは、6 月を限度とし、月の初日から末日

までの 1 月を単位として、支給対象期間を別に定めることができる。  
３ 前項で規定する通勤手当の 1 月分の額は、第 1 項に掲げる職員の区分に応じて、

別表２に定める額とする。  
（時間外勤務手当）  
第８条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しては、その時

間外勤務の時間１時間につき、１時間当たりの給与額に 100 分の 125 から 100 分の

150 までの範囲内の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、

その勤務が午後 10 時から翌日の午前５時までの間である場合は、勤務１時間につ

き、１時間当たりの給与額に、その割合に 100 分の 25 を加算した割合を乗じて得

た額を時間外勤務手当として支給する。  
（休日勤務手当）  
第９条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。  
２ 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規

の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務 1 時間当たりの給与額の 100 分の 125
から 100 分の 150 までの範囲内の割合を休日勤務手当として支給する。ただし、理事

長が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、休日勤務手当は支

給しない。  
（賞与）  
第 10 条 賞与は、6 月 1 日及び 12 月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在

職し、週平均 38 時間 45 分勤務する職員に対して、過去 6 月間の勤務成績に応じて

理事長が定める日に支給する。これらの基準日前 1 月以内に退職し、又は死亡した

職員についてもまた同様とする。  
２ 賞与の額は、職員の給料月額に、6 月に支給する場合においては 100 分の 90.0、

12 月に支給する場合においては、100 分の 92.5 を乗じた額とする。  
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第 4 章   補  則  
 

（給与の減額）  
第 11 条 職員が勤務しないときは、理事長の承認があった場合を除き、その勤務し

ない 1 時間につき、第 5 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額を減額して給与を

支給する。  
（時間の計算）  
第 12 条 第８条、第 9 条及び前条における給与期間に係る時間の合計に 1 時間未満

の端数がある場合には、その端数が 30 分以上のときは 1 時間とし、30 分未満のと

きは切り捨てる。  
（年次休暇の給与）  
第 13 条 職員には、就業規則第 29 条の規定により勤務しなかった日又は時間につい

ても、正規の給与を支給する。  
（休職者等の給与）  
第 14 条 休職者等の給与については、理事長が定める。  
（災害補償との関係）  
第 15 条 職員が業務上負傷若しくは疾病にかかり、又は勤務により負傷し若しくは

疾病にかかり、政府管掌保険その他、民事等による賠償の適用を受けて療養のため

勤務しない期間については、第 10 条に規定する給与を除くほか、この規程に定め

る給与は支給しない。  
（派遣職員の取扱い）  
第 16 条 派遣職員の給与に関しては、文京区職員の派遣に関する取決め書により支

給する。  
（委 任）  
第 17 条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。  
 
 付 則  
この規程は、昭和 61 年 10 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、昭和 62 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成元年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 2 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 3 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 3 年 5 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 4 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
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この規程は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、東京都知事及び東京都教育委員会の認可があった日（平成 10 年 12 月 9
日）から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 13 年 7 月 12 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。  
 付 則  
この規程は、東京都知事及び東京都教育委員会の認可があった日（平成 18 年 3 月 31
日）から施行する。  
 付 則  
この規程は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。  
付 則  
この規程は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。  
付 則 

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  
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 別表 １（第 4 条関係）  

勤務態様 給料月額 

ア 専門知識を要する事務に従事する者 ２８１，１００円 

イ 高度の判断を要する事務に従事する

者 

２４３，０００円 

ウ 知識又は経験を要する事務に従事す

る者 

２１０，１００円 

週３８時間 

45 分 

エ ア、イ、ウ以外の職務に従事する者 ２０５，８００円 

＊週勤務時間は、休憩時間を除く 

 
 
 

別表 ２（第７条関係）  
 

 
交通機関（電車・バス等）利用者運賃相当額 限度 ５５，０００円  

  
  職員の区分  
 
 
 
自転車等  
の片道の使  
用距離の区分          

 
１ ２及び３以

外の職員  

 
２ 通勤不便な

勤務地に勤務

する職員で理

事長が認める

者  

 
３ 身体に障害を

有する職員で通

勤が困難である

と理事長が認め

る者  
 
 

 
 
５ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  
 

      円  
 

２，６００  
 

      円  
 
  ２，６００  
 

       円  
 

 ３，９００  
 

 
５ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上  
10 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  

 
 
  ３，０００  

 
 
  ３，６００  

 
 
  ５，３００  

 
 
通 

 
勤 

 
手  
 
当  
 
月  
 
額  

 
10 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上  
15 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  

 
 

 ５，０００  

 
  

 ６，０００  

 
 
  ８，１００  
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15 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上  
20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  
 

 
 
  ７，０００  

 
 
  ８，４００  

 
 
 １０，９００  

 
20 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上  
25 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  

 
  

９，０００  

 
 

１０，８００  

 
 
 １３，７００  

 
25 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上  
30 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  

  
 

１１，０００  

 
 
 １３，２００  

 
 
 １６，５００  

 
30 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上  
35 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  
 

 
 

１１，０００  

 
 
 １５，６００  

 
 
 １９，３００  

 
35 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上  
40 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満  
 

 
 

１３，０００  

 
 
 １８，０００  

 
 
 ２２，１００  
 

 
40 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上  

 
１３，０００  

 
 ２０，４００  

 
 ２４，９００  

 
 


